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１【提出理由】

当社は、2026年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年３月27日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金37円　総額30,034,643,662円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年３月30日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　506,367,900,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　506,367,900,000円

 
第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、磯崎功典、南方健志、坪井純子、吉村透留、秋枝眞二郎、柳弘之、塩野紀子、片

野坂真哉、安藤よし子、此本臣吾、三上直子及び藤縄憲一の12名を選任する。

 
第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、小林肇及びティム・レスターの２名を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)

決議の結果

賛成比率
(％)

可否

第１号議案
剰余金の処分の件

5,991,628 7,778 125 98.88 可決

第２号議案
取締役12名選任の件

 磯崎　功典 5,785,878 214,104 125 95.48 可決

 南方　健志 5,792,826 207,158 125 95.60 可決

 坪井　純子 5,960,975 39,010 125 98.37 可決

 吉村　透留 5,962,848 37,137 125 98.40 可決

 秋枝　眞二郎 5,806,587 193,398 125 95.83 可決

 柳　弘之 5,961,326 38,659 125 98.38 可決

 塩野　紀子 5,825,147 174,839 125 96.13 可決

 片野坂　真哉 5,823,838 176,150 125 96.11 可決

 安藤　よし子 5,824,639 175,348 125 96.12 可決

 此本　臣吾 5,976,636 23,351 125 98.63 可決

 三上　直子 5,968,086 31,901 125 98.49 可決

 藤縄　憲一 5,968,752 31,225 125 98.50 可決

第３号議案
監査役２名選任の件

 小林　肇 5,941,453 58,695 125 98.05 可決

 ティム・レスター 5,983,814 16,336 125 98.75 可決
 

(注) １　議決権を行使することができる株主の議決権の総数は、8,098,643個であります。

　　 ２　各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。

        第１号議案

        出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

        第２号議案及び第３号議案

        議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の

賛成

 
(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しな

かった理由

議決権行使書及びインターネット等による事前行使分の議決権の数並びに当日出席の株主のうち賛成の意思表示

が確認できた株主の議決権の数の集計により、全ての決議事項は可決されるための要件を満たし、会社法上適法に

決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示の確認ができていない株主の議決権

の数は加算しておりません。

 

以　上
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